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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成３０年７月２７日 １３時００分ごろ～１３時２５分ごろ

の間） 

発生場所 不明（大岬灯台北方沖～島根県大田
お お だ

市静間
し ず ま

川河口の砂浜） 

事故の概要  漁船善
よし

丸は、航行中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年９月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 善丸、２.６トン 

 ＳＮ３－１６６３６（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.９３ｍ（Lr）×２.２７ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６０年５月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年５月７日 

  免許証交付日 平成２６年８月１日 

         （令和元年１２月９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 北西流 約０.７ノ

ット（kn）、水温 約２７℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、あまだい
．．．．

延縄漁を行う目的で、大

田市和江漁港の係留場所を出港した。 

 船長の家族は、平成３０年７月２７日０９時１５分ごろ船長からの

電話で、島根県江津
ご う つ

市大島北方沖の漁場（以下「本件漁場」とい

う。）で操業していてあまだい
．．．．

が幾らか獲れている旨を話した。 

 船長の家族は、１２時５２分ごろ、船長からの電話で、約３０分後

に和江漁港に帰港するので、水揚げの準備をしてほしい旨の連絡を受

けた。 

本船は、船長が、１３時００ごろ、大田市五十猛
い そ た け

漁港南西方沖で操
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業していた知人の漁船の北方沖を挨拶しながら通過し、大岬灯台北方

沖で右転するところを目撃された。 

本船は、１３時２５分ごろ静間川河口の砂浜に乗り上がり、左舷船

尾の排気口から黒煙が上がったところを釣り人に目撃された。 

釣り人は、静間川河口の砂浜に本船が乗り上げた旨を、大田警察署

に通報した。 

大田警察署は、船舶火災事故の発生として、大田市消防本部及び浜

田海上保安部に連絡した。 

 船長が所属する漁業協同組合（以下「所属漁協」という。）の職員

は、大田市消防本部より、本船の火災事故が発生したとの連絡を受

け、船長の家族及び所属漁協の組合員に連絡した。 

船長の家族は、先に本船に乗り込んで機関を停止させた所属漁協の

組合員１人から、本船に船長がいないと聞き、来援した警察及び消防

隊に船長が行方不明であることを伝えた。 

１３時３０分ごろ、海上保安庁のヘリコプター、巡視船及び所属漁

協の漁船等により、船長の捜索が開始されたが、２８日１２時００分

ごろ台風１２号の接近に伴って中止され、２９日０７時００分ごろ再

開された。 

船長は、１２時０５分ごろＪＲ五十猛駅の北西方約１００ｍの野田

川内（大田市五十猛川河口から約３００ｍ川上）で漂着遺体が発見さ

れ、その後、溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生場所概略図（拡

大） 参照） 

 その他の事項 本船は、他船と衝突したような痕跡等は認められなかった。 

船長は、持病等はなく、健康状態は良好であった。 

船長は、発見されたとき、長袖の黒色アンダーシャツ、緑色のアン

ダーボトム及び靴下を着用していた。 

船長の家族は、これまで幾度も船長と共に本船に乗り、本件漁場で

あまだい
．．．．

延縄漁を行った経験があった。 

船長の家族は、ふだん、船長が、本件漁場から和江漁港に帰港する

際、いつも約１２kn の速力（対地速力、以下同じ。）で同じ経路を航

行していたので、本事故当時、本船が、大岬灯台北方沖を右転した

後、ふだんどおりの経路で、大田市西方の海岸沿いを和江漁港に向け

て北東進していたのではないかと本事故後に思った。 

船長は、ふだん、本件漁場から和江漁港に帰港中、陸岸から離れた

場所を航行する際、操縦場所上部の天窓にクッションを敷き、屋根の

上に座って操縦に当たり、大田市西方の海岸沿いを和江漁港に向かっ

て北東進中、五十猛町湊地区北方沖で屋根から操縦場所に降りてクッ

ションを外し、操縦に当たっていた。 

本船は、発見されたとき、閉じた天窓と屋根との間にクッションが
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挟まっており、操縦場所の左舷後部に置かれたあまだい
．．．．

延縄漁に使用

する錘
おもり

が入ったカゴ（４０cm 四方、重さ約１０～１５kg）の中に、

左足のサンダルが入っていた。 

本船は、発見されたとき、舵が中央、クラッチレバーが前進、スロ

ットルレバーが約１２kn の速力で航行するときの位置となってい

て、船長の救命胴衣がキャビン内に、また、携帯電話が舵輪の前方に

置いてあり、後部甲板上に帽子が落ちていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の操縦場所の状況 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、船長が１人で乗り組んで和江漁港を出港し、２７日１３時

００分ごろ操業していた知人と挨拶を交わし、大岬灯台北方沖を右転

するところを目撃された後、１３時２５分ごろ静間川の河口で無人の

状態で発見されたことから、この間において、船長が落水したものと

推定される。 

クッションが天窓と屋根

との間に挟まっていた 

携帯電話が置いて

あった 

クラッチレバーが前進、スロッ

トルレバーが約１２kn の速力で

航行するときの位置であった 

カゴの中に左足のサン

ダルが入っていた 

帽子が落ちていた 

キャビン内に救命胴

衣が置いてあった 

踏み台 
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船長は、落水して溺死したものと推定されるが、それらの状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、大岬灯台北方沖を右転するところを目撃された

後、船長が落水して溺死したことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・乗船中、救命胴衣の常時着用を徹底すること。 

・防水措置を施した携帯電話を常に身に付け、落水した際の連絡手

段を確保しておくことが望ましい。 

 

 

 



 

 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船が乗り上げた場所 

本船が知人の漁船の北方沖を通過

した場所 

 

本船が、ふだん、本件漁場

から和江漁港に帰港する際

の経路 
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海里（Ｍ） 

船長が発見された場所 

（大田市野田川河口から約３００ｍ川上） 

大岬灯台北方沖で右転するとこ

ろを知人に目撃された 



 

 

付図２ 事故発生場所概略図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長が発見された場所 

（大田市野田川河口から約３００ｍ川上） 

本船が乗り上げた場所 船長は、ふだん、湊地区北方沖で操縦場所に降りていた 

船長が、ふだん、本船で本

件漁場から和江漁港に帰港

する際の経路 

大岬灯台北方沖で右転するとこ

ろを知人に目撃された 
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